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留意事項について

○受給者異動連絡票

・受給者台帳への変更項目の確実な反映と国保連合会への的確な情報提供

令和元年１０月からの支給限度基準額の見直しに伴い、国保連合会が保持する受給者

台帳の各受給者の「訪問通所サービス・支給限度基準額」の値を新たな支給限度基準額

に変更する必要がある。

このため、全ての保険者において、令和元年１０月１日時点で要介護認定又は要支援

認定が有効な受給者又は総合事業対象者について、新たな支給限度基準額を設定した受

給者異動連絡票情報を作成し国保連合会と連携の上、運用に影響がないように日程調整

を行い、調整した日までに国保連合会へ送付すること。さらに、令和元年１０月の認定

更新などによる受給者異動がある場合、前述の新たな支給限度基準額を設定した受給者

異動連絡票情報とは別に、通常運用どおり１１月以降に認定更新などによる受給者異動

連絡票情報を送付すること。

各保険者は、円滑な事業運営を行うために、「Ⅲ－資料７ 令和元年１０月介護報酬改

定受給者異動連絡票作成パターン」に基づき、国保連合会へ的確に情報提供を行うこと。
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○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

今回の報酬改定に伴う介護職員等特定処遇改善加算の追加について、介護サービス事業

所は「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を都道府県等に提出する必要がある。

さらに、都道府県等は、介護サービス事業所の届出内容に基づき作成された事業所異動

連絡票情報（以下「異動情報」という。）を国保連合会に提出し、国保連合会が保持する事

業所台帳を整備する必要がある。

事業所台帳の不備や整備の遅れは、正しく審査処理が行えず、審査スケジュールの遅延

等につながりかねない。

このため、都道府県等は次の事項を参照のうえ、介護サービス事業所に届出の適切な指

導を行い、事業所台帳の整備にあたるよう留意されたい。

１．介護サービス事業所への適切な指導

・届出様式、届出項目に関する留意点

都道府県等は、別紙の項番１の介護職員等特定処遇改善加算について、事業所から

報酬の算定上必要となる届出を都道府県等に行うように指導すること。

２．事業所の届出内容の確実な反映

都道府県等は、事業所から提出された届出内容のうち、変更のあった届出項目につい

ては、異動情報の届出項目に反映すること。また、既存の届出内容から変更のない届出

項目については、届出様式変更後の取扱いに基づき、既存の届出内容からの読み替えを

行い、異動情報の届出項目に反映すること。

３．国保連合会への的確な情報提供

国保連合会で保持する事業所台帳は、国保連合会において請求情報との突合審査に使

用するものであることから、都道府県等は的確かつ遅滞なく異動情報を国保連合会へ提

供すること。

特に、１０月サービスに係る異動情報については、新たなコード体系に基づいて、国

保連合会への提供を的確に行うこと。

なお、新規指定事業所の異動情報については、インターネット請求の準備のために、

都道府県から国保連合会へ１ヶ月前に送付していただくようにお願いしているところだ

が（「介護電子請求に関する都道府県・国保連合会合同説明会」（平成２６年７月１７日）

資料１０８～１０９ページ参照）、令和元年１０月の新規指定事業所の異動情報について

は、新たなコード体系に基づく異動情報を送付する必要があるため準備期間を考慮し、

１０月以前には送付せず、全て１１月に送付すること。
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（別紙）

「既存のサービス事業所の届出留意事項」

項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い

１ １１：訪問介護

１２：訪問入浴介護

１５：通所介護

１６：通所リハビリテ

ーション

２１：短期入所生活介

護

２２：短期入所療養介

護（介護老人保健施

設）

２３：短期入所療養介

護（介護療養型医療施

設）

２Ａ:短期入所療養介

護（介護医療院）

３３：特定施設入居者

生活介護

２７：特定施設入居者

生活介護(短期利用

型)

５１：介護福祉施設サ

ービス

５２：介護保健施設サ

ービス

５３：介護療養施設サ

ービス

５５:介護医療院サー

ビス

６２：介護予防訪問入

浴介護

６６：介護予防通所リ

ハビリテーション

２４：介護予防短期入

所生活介護

「その他該当する体制等」欄の

「介護職員等特定処遇改善加算」

「１：なし」

「２：加算Ⅰ」

「３：加算Ⅱ」

を新設

新たな届出がない場合は「１：な

し」とみなす。
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項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い

１ ２５：介護予防短期入

所療養介護（介護老人

保健施設）

２６：介護予防短期入

所療養介護（介護療養

型医療施設）

２Ｂ:介護予防短期入

所療養介護（介護医療

院）

３５：介護予防特定施

設入居者生活介護

７６：定期巡回・随時

対応型訪問介護看護

７１：夜間対応型訪問

介護

７８:地域密着型通所

介護

７２：認知症対応型通

所介護

７３：小規模多機能型

居宅介護

６８:小規模多機能型

居宅介護（短期利用

型）

３２：認知症対応型共

同生活介護

３８：認知症対応型共

同生活介護（短期利用

型）

３６：地域密着型特定

施設入居者生活介護

２８：地域密着型特定

施設入居者生活介護

（短期利用型）

５４：地域密着型介護

老人福祉施設入所者

生活介護

（前ページと同様） （前ページと同様）
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項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い

１ ７７：複合型サービス

（看護小規模多機能

型居宅介護）

７９:複合型サービス

（看護小規模多機能

型居宅介護・短期利用

型）

７４：介護予防認知症

対応型通所介護

７５：介護予防小規模

多機能型居宅介護

６９:介護予防小規模

多機能型居宅介護（短

期利用型）

３７：介護予防認知症

対応型共同生活介護

３９：介護予防認知症

対応型共同生活介護

（短期利用型）

（前ページと同様） （前ページと同様）


